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輸出手形保険約款 

平成13年４月１日 01‐制度‐00002 

沿革 平成26年９月24日 一部改正 

 

輸出手形保険約款 

平成13年４月１日 01‐制度‐00002 

沿革 （略） 

 

 

 

 

 

 

第１章 総則 

（この約款の内容） 

第１条 この約款は、貿易保険法（昭和25年法律第67号。以下「法」とい

う。）の規定に基づく輸出手形保険の保険約款とする。 

 

第１章 総則 

（この約款の内容） 

第１条 この約款は、貿易保険法（昭和25年法律第67号。以下「法」とい

う。）の規定に基づく輸出手形保険の保険約款とする。 

 

 

第２章 てん補の範囲 

（保険関係の成立） 

第２条 銀行（法第40条第１項に規定する銀行等をいう。以下同じ。）が、

保険契約の締結の日からその日の属する独立行政法人日本貿易保険（以

下「日本貿易保険」という。）の事業年度の末日までの間に、輸出貨物

の代金の回収のため振り出された荷為替手形（輸出貨物の代金の回収の

ため振り出された為替手形であって、船荷証券、貨物引換証、航空運送

状、郵便小包受取証、船積小荷物受取証又はこれらに準ずる証書によっ

て手形上の権利が担保されており、かつ、輸出手形保険運用規程（平成

13年４月１日 01‐制度‐00035。以下「運用規程」という。）に定め

る要件を備えているものをいう。以下同じ。）をその振出人から買い取

った場合において、その買取を行った日から起算し、日曜日、土曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以

下「休日」という。）及び12月29日から１月３日までの期間（日曜日、

土曜日、休日及び銀行の営業日を除く。）は算入せず、５日以内にその

旨を日本貿易保険に通知したときは、その通知に係る荷為替手形の買取

につき日本貿易保険と銀行との間に、その買取を行った日にさかのぼっ

て、保険関係が成立するものとする。 

 

第２章 てん補の範囲 

（保険関係の成立） 

第２条 銀行（法第37条第１項に規定する銀行等をいう。以下同じ。）が、

保険契約の締結の日からその日の属する独立行政法人日本貿易保険（以

下「日本貿易保険」という。）の事業年度の末日までの間に、輸出貨物

の代金の回収のため振り出された荷為替手形（輸出貨物の代金の回収の

ため振り出された為替手形であって、船荷証券、貨物引換証、航空運送

状、郵便小包受取証、船積小荷物受取証又はこれらに準ずる証書によっ

て手形上の権利が担保されており、かつ、輸出手形保険運用規程（平成

13年４月１日 01‐制度‐00035。以下「運用規程」という。）に定め

る要件を備えているものをいう。以下同じ。）をその振出人から買い取

った場合において、その買取を行った日から起算し、日曜日、土曜日、

国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以

下「休日」という。）及び12月29日から１月３日までの期間（日曜日、

土曜日、休日及び銀行の営業日を除く。）は算入せず、５日以内にその

旨を日本貿易保険に通知したときは、その通知に係る荷為替手形の買取

につき日本貿易保険と銀行との間に、その買取を行った日にさかのぼっ

て、保険関係が成立するものとする。 

 

２ 前項の規定による通知は、日本貿易保険に書面でしなければならな

い。 

２ 前項の規定による通知は、日本貿易保険に書面でしなければならな

い。 

 

（てん補危険） （てん補危険）  
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第３条 日本貿易保険は、次条の各号のいずれかに該当する事由により、

荷為替手形につき満期において支払を受けることができなかったこと

またはそ求を受けて支払ったことにより受ける損失をてん補する責め

に任じる。 

第３条 日本貿易保険は、次条の各号のいずれかに該当する事由により、

荷為替手形につき満期において支払を受けることができなかったこと

またはそ求を受けて支払ったことにより受ける損失をてん補する責め

に任じる。 

（てん補事由） 

第４条 前条に規定するてん補事由は、次のとおりとする。 

一 外国において実施される為替取引（外貨交換及び外貨送金を含む。）

の制限又は禁止 

二 外国における戦争、革命又はテロ行為その他の内乱 

三 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送

金遅延 

四 前各号に掲げるもののほか、貨物を輸出する契約であってその輸出

貨物の代金の回収のために荷為替手形が振り出されたものの当事者

又は荷為替手形の振出人若しくは支払人の責めに帰することができ

る事由以外の事由（本邦外において生じたものに限る。） 

五 前各号に掲げる事由以外の事由 

（てん補事由） 

第４条 前条に規定するてん補事由は、次のとおりとする。 

一 外国において実施される為替取引（外貨交換及び外貨送金を含む。）

の制限又は禁止 

二 外国における戦争、革命又はテロ行為その他の内乱 

三 政府間合意に基づく債務繰延べ協定又は支払国に起因する外貨送

金遅延 

四 前各号に掲げるもののほか、貨物を輸出する契約であってその輸出

貨物の代金の回収のために荷為替手形が振り出されたものの当事者

又は荷為替手形の振出人若しくは支払人の責めに帰することができ

る事由以外の事由（本邦外において生じたものに限る。） 

五 前各号に掲げる事由以外の事由 

 

 

第３章 損失額及びてん補責任額 

（損失額） 

第５条 第３条の損失の額は、銀行が手形金額のうち荷為替手形の満期に

おいて支払を受けることができなかった金額又は銀行が荷為替手形に

つきそ求を受けて支払った金額（利息及びそ求費用に係る部分を除く。）

から次の各号に掲げる金額を控除した残額をいう。 
一 満期後に支払を受けた金額  
二 附属貨物の処分その他貨物に関する権利の行使により回収した金

額 
三 そ求権を行使して回収した金額 

 

第３章 損失額及びてん補責任額 

（損失額） 

第５条 第３条の損失の額は、銀行が手形金額のうち荷為替手形の満期に

おいて支払を受けることができなかった金額又は銀行が荷為替手形に

つきそ求を受けて支払った金額（利息及びそ求費用に係る部分を除く。）

から次の各号に掲げる金額を控除した残額をいう。 
一 満期後に支払を受けた金額  
二 附属貨物の処分その他貨物に関する権利の行使により回収した金

額 
三 そ求権を行使して回収した金額 

 

（てん補責任額） 

第６条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前条の規定に基づき算出した

損失額から、銀行が第12条第１項又は第２項の規定による義務の履行を

怠った場合に銀行がその義務を履行すれば防止軽減することができた

と認められる金額又は賠償若しくは保証債務の履行を受けることがで

（てん補責任額） 

第６条 日本貿易保険がてん補すべき額は、前条の規定に基づき算出した

損失額から、銀行が第12条第１項又は第２項の規定による義務の履行を

怠った場合に銀行がその義務を履行すれば防止軽減することができた

と認められる金額又は賠償若しくは保証債務の履行を受けることがで
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きたと認められる金額を控除した残額に保険金額（保険価額に100分の

95を乗じて得た金額をいう。）の保険価額に対する割合を乗じて得た額

とする。 

きたと認められる金額を控除した残額に保険金額（保険価額に100分の

95を乗じて得た金額をいう。）の保険価額に対する割合を乗じて得た額

とする。 

（免責） 

第７条 日本貿易保険は、次の損失をてん補する責めに任じない。 

一 銀行の故意又は重大な過失により生じた損失  

二 保険関係が成立した荷為替手形が引受渡条件の荷為替手形である

場合においては引受前に、支払渡条件の荷為替手形である場合におい

ては支払前に附属貨物の引渡がなされたことにより生じた損失 

三 保険関係の成立から損失発生までのいずれかの時点において、荷為

替手形の支払人が次のいずれかに該当する場合において当該荷為替

手形の振出人又は支払人の責めに帰すべき事由により生じた損失 

イ 当該荷為替手形の振出人の本店又は支店（振出人が支店の場合、

他の支店を含む。） 

ロ 当該荷為替手形の振出人と特定の資本関係があるものとして、次

のいずれかに該当する海外商社 

(1) 振出人の親会社又は子会社（「親会社」とは、他の法人の総株

主、総社員又はその他の構成員の議決権（以下「議決権」という。）

の過半数を保有する法人をいう。「子会社」とは、親会社に議決

権の過半数を保有される法人をいう。他の法人の議決権の過半数

を親会社及び子会社又は子会社が保有するときは、当該議決権の

過半数を保有される法人は親会社の子会社とみなす。以下同じ。） 

(2) 振出人の直接親会社の直接子会社（「直接親会社」とは、親会

社のうち、(1)により親会社とみなされる以外の親会社をいう。

「直接子会社」とは、子会社のうち、(1)により子会社とみなさ

れる以外の子会社をいう。以下同じ。） 

(3) 議決権の過半数を振出人、振出人の直接親会社又は振出人の

直接子会社のうちいずれか２者以上が保有する法人（(1)及び(2)

に該当する法人を除く。） 

(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店 

ハ 当該荷為替手形の振出人と特定の人的関係があるものとして、次

のいずれかに該当する海外商社 

（免責） 

第７条 日本貿易保険は、次の損失をてん補する責めに任じない。 

一 銀行の故意又は重大な過失により生じた損失  

二 保険関係が成立した荷為替手形が引受渡条件の荷為替手形である

場合においては引受前に、支払渡条件の荷為替手形である場合におい

ては支払前に附属貨物の引渡がなされたことにより生じた損失 

三 保険関係の成立から損失発生までのいずれかの時点において、荷為

替手形の支払人が次のいずれかに該当する場合において当該荷為替

手形の振出人又は支払人の責めに帰すべき事由により生じた損失 

イ 当該荷為替手形の振出人の本店又は支店（振出人が支店の場合、

他の支店を含む。） 

ロ 当該荷為替手形の振出人と特定の資本関係があるものとして、次

のいずれかに該当する海外商社 

(1) 振出人の親会社又は子会社（「親会社」とは、他の法人の総株

主、総社員又はその他の構成員の議決権（以下「議決権」という。）

の過半数を保有する法人をいう。「子会社」とは、親会社に議決

権の過半数を保有される法人をいう。他の法人の議決権の過半数

を親会社及び子会社又は子会社が保有するときは、当該議決権の

過半数を保有される法人は親会社の子会社とみなす。以下同じ。） 

(2) 振出人の直接親会社の直接子会社（「直接親会社」とは、親会

社のうち、(1)により親会社とみなされる以外の親会社をいう。

「直接子会社」とは、子会社のうち、(1)により子会社とみなさ

れる以外の子会社をいう。以下同じ。） 

(3) 議決権の過半数を振出人、振出人の直接親会社又は振出人の

直接子会社のうちいずれか２者以上が保有する法人（(1)及び(2)

に該当する法人を除く。） 

(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店 

ハ 当該荷為替手形の振出人と特定の人的関係があるものとして、次

のいずれかに該当する海外商社 
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(1) 振出人が取締役等（「取締役等」とは、派遣先において代表権

を有することとなる者、取締役の職に就く者若しくはその他経営

の基本的方針の決定に参加することとなる者をいう。以下同じ。）

を派遣する法人若しくは当該法人が取締役等を派遣する法人又

は振出人に取締役等を派遣する法人若しくは当該法人に取締役

等を派遣する法人 

(2) 振出人が取締役等を派遣する法人の直接子会社又は振出人に

取締役等を派遣する法人の直接親会社若しくは直接子会社 

(3) 振出人の直接親会社が取締役等を派遣する法人、振出人の直

接親会社に取締役等を派遣する法人又は振出人の直接子会社が

取締役等を派遣する法人 

(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店 

ニ その他イからハに掲げるものと実質的に同視できるものとして、

日本貿易保険が特に認めた海外商社 

(1) 振出人が取締役等（「取締役等」とは、派遣先において代表権

を有することとなる者、取締役の職に就く者若しくはその他経営

の基本的方針の決定に参加することとなる者をいう。以下同じ。）

を派遣する法人若しくは当該法人が取締役等を派遣する法人又

は振出人に取締役等を派遣する法人若しくは当該法人に取締役

等を派遣する法人 

(2) 振出人が取締役等を派遣する法人の直接子会社又は振出人に

取締役等を派遣する法人の直接親会社若しくは直接子会社 

(3) 振出人の直接親会社が取締役等を派遣する法人、振出人の直

接親会社に取締役等を派遣する法人又は振出人の直接子会社が

取締役等を派遣する法人 

(4) (1)、(2)及び(3)に該当する法人の支店 

ニ その他イからハに掲げるものと実質的に同視できるものとして、

日本貿易保険が特に認めた海外商社 

（保険金不払、保険金返還、保険契約の解除） 

第８条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該保

険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは当該保険金の全部若しく

は一部を返還させ、又は当該保険契約を解除することができる。 
一 銀行が故意若しくは過失により事実を告げず、又は真実でないこと

を告げたとき。 
二 前号に掲げるほか、銀行がこの約款の条項に違反したとき。 

（保険金不払、保険金返還、保険契約の解除） 

第８条 日本貿易保険は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該保

険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは当該保険金の全部若しく

は一部を返還させ、又は当該保険契約を解除することができる。 
一 銀行が故意若しくは過失により事実を告げず、又は真実でないこと

を告げたとき。 
二 前号に掲げるほか、銀行がこの約款の条項に違反したとき。 

 

（保険期間） 

第９条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、保険関係の成立した日とす

る。 

２ 日本貿易保険の保険責任の終了日は、荷為替手形の満期日までとす

る。 

（保険期間） 

第９条 日本貿易保険の保険責任の開始日は、保険関係の成立した日とす

る。 

２ 日本貿易保険の保険責任の終了日は、荷為替手形の満期日までとす

る。 

 

 

第４章 銀行の義務 

（附属貨物の保全義務） 

第10条 銀行は、保険関係が成立した荷為替手形について、当該荷為替手

形が引受渡条件のものである場合においては引受前に、支払渡条件のも

のである場合においては支払前に附属貨物が仕向地に到着したときは、

 

第４章 銀行の義務 

（附属貨物の保全義務） 

第10条 銀行は、保険関係が成立した荷為替手形について、当該荷為替手

形が引受渡条件のものである場合においては引受前に、支払渡条件のも

のである場合においては支払前に附属貨物が仕向地に到着したときは、
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遅滞なく当該附属貨物の保全のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

遅滞なく当該附属貨物の保全のために必要な措置を講じなければなら

ない。 

（損失発生の通知義務） 

第11条 銀行は、保険関係の成立した荷為替手形につき満期において支払

を受けることができなかったとき又はそ求を受けて償還したとき（満期

において支払を受けることができないことが満期前において明らかに

なったとき又はこれにより満期前にそ求を受けて償還したときは、その

とき）は、原則として、１月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知

（以下「損失発生通知」という。）しなければならない。 

（損失発生の通知義務） 

第11条 銀行は、保険関係の成立した荷為替手形につき満期において支払

を受けることができなかったとき又はそ求を受けて償還したとき（満期

において支払を受けることができないことが満期前において明らかに

なったとき又はこれにより満期前にそ求を受けて償還したときは、その

とき）は、原則として、１月以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知

（以下「損失発生通知」という。）しなければならない。 

 

（損失の防止軽減等の義務） 

第12条 銀行は、保険関係が成立した荷為替手形について、他の手形にお

ける注意と同様の注意をもって手形上の権利の保全のため必要な措置

を講じなければならない。 

（損失の防止軽減等の義務） 

第12条 銀行は、保険関係が成立した荷為替手形について、他の手形にお

ける注意と同様の注意をもって手形上の権利の保全のため必要な措置

を講じなければならない。 

 

２ 銀行は、保険事故が生じたときは、当該荷為替手形について遅滞なく

手形上の権利の行使（保険事故が生じたことにつき振出人の責めに帰す

べき事由がない場合においては、そ求権の行使を除く。）及び附属貨物

の処分その他附属貨物に関する権利の行使に努めなければならない。 

２ 銀行は、保険事故が生じたときは、当該荷為替手形について遅滞なく

手形上の権利の行使（保険事故が生じたことにつき振出人の責めに帰す

べき事由がない場合においては、そ求権の行使を除く。）及び附属貨物

の処分その他附属貨物に関する権利の行使に努めなければならない。 

 

３ 日本貿易保険は、銀行が前項の規定による義務の履行のために要した

費用をその義務の履行によって取得した金額を限度として負担する。た

だし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担する

ことがある。 

３ 日本貿易保険は、銀行が前項の規定による義務の履行のために要した

費用をその義務の履行によって取得した金額を限度として負担する。た

だし、日本貿易保険が必要と認めたときは、その限度を超えて負担する

ことがある。 

 

（入金の通知義務） 

第13条 銀行は、第11条の規定に基づき損失発生を通知した後、保険金の

支払を請求する以前に回収した金額があるときは、当該金額の入金のあ

った日から７日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければ

ならない。 

（入金の通知義務） 

第13条 銀行は、第11条の規定に基づき損失発生を通知した後、保険金の

支払を請求する以前に回収した金額があるときは、当該金額の入金のあ

った日から７日以内にその旨を日本貿易保険に書面で通知しなければ

ならない。 

 

（調査に応ずる義務） 

第14条 銀行は、日本貿易保険が保険関係が成立した荷為替手形に関し、

調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又はこの保険に関する事務

を取り扱う日本貿易保険の職員が当該荷為替手形に関する帳簿書類等

を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。 

（調査に応ずる義務） 

第14条 銀行は、日本貿易保険が保険関係が成立した荷為替手形に関し、

調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又はこの保険に関する事務

を取り扱う日本貿易保険の職員が当該荷為替手形に関する帳簿書類等

を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。 

 

２ 銀行は、日本貿易保険が第26条第７項から第10項までの各項の規定に ２ 銀行は、日本貿易保険が第26条第７項から第10項までの各項の規定に  
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より納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、業務若しく

は資産の状況に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は

この保険に関する事務を取り扱う日本貿易保険の職員が帳簿書類その

他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。 

より納付すべき金額に係る債権の保全上の必要に基づいて、業務若しく

は資産の状況に関し、調査、報告若しくは資料の提出を求めた場合又は

この保険に関する事務を取り扱う日本貿易保険の職員が帳簿書類その

他の物件を調査しようとした場合には、これに応じなければならない。 

 

第５章 保険関係の解除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（荷為替手形の重大な内容変更等） 

第15条 銀行は、保険関係が成立した荷為替手形の内容に手続細則で定め

る重大な内容変更等（以下「重大な内容変更等」という。）があったこ

とを知ったときであって、保険関係の変更を希望するときは、内容変更 

等通知期限（第９条に規定する保険責任の終了日と同日とする。以下同

じ。）までに、その旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならない。 

 

第５章 保険関係の失効、解除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（荷為替手形の重大な内容変更等） 

第15条 銀行は、保険関係が成立した荷為替手形の内容に手続細則で定め

る重大な内容変更等（以下「重大な内容変更等」という。）があったこ

とを知ったときは、当該重大な内容変更等のあった日から１月以内かつ

保険期間内に、その旨を日本貿易保険に書面で通知しなければならな

い。 

 

２ 日本貿易保険は、前項に規定する通知を受けた場合には、当該通知内

容に従って、別に定める保険関係変更効力発生日（以下「保険関係変更

２ 日本貿易保険は、前項に規定する通知を受けたときには、保険関係を

解除することができる。ただし、日本貿易保険が書面で承認したときは、
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効力発生日」という。）をもって、保険関係を変更する。ただし、内容

変更等通知期限の翌日以降に通知を受けた場合、日本貿易保険は、保険

関係を変更しない。保険関係を変更する場合、日本貿易保険は、保険関

係変更効力発生日以降、重大な内容変更等があった荷為替手形につい

て、変更後の保険関係に基づきてん補責任を負うものとし、保険関係変

更効力発生日前に発生した第４条各号のいずれかに該当する事由によ

って生じた損失のうち、当該重大な内容変更等の変更事項に基づいて生

じた損失をてん補する責めに任じない。また、銀行が、保険関係が成立

した荷為替手形の内容に重大な内容変更等があったことを知ったとき

であっても、前項に規定する通知が行われず、保険関係が変更されてい

ない場合は、日本貿易保険は、第４条各号のいずれかに該当する事由に

よって生じた損失のうち、当該重大な内容変更等の変更事項に基づいて

生じた損失をてん補する責めに任じない。 

この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 前２項の規定にかかわらず、重大な内容変更等があった荷為替手形の

内容が、運用規程に定める要件を備えていないときは、銀行は、第１項

に規定する通知を行うにあたって、事前に日本貿易保険に対して申請

（以下「承認申請」という。）を行い、日本貿易保険の承認を得なけれ

ばならない。 

 

 

 

 

 

 

４ 日本貿易保険は、前項に規定する承認申請を受けたときは、保険関係

を解除することができる。また、銀行が前項に従い日本貿易保険の承認

を得なければならない場合において、承認を得るまでに第１項に規定す

る通知が行われたときも同様とする。 

 

 

 

 

 

５ 第３項に規定する承認申請に対して日本貿易保険が行う承認は、その

承認の日から６月まで（ただし、内容変更等通知期限が先に到来する

場合は、内容変更等通知期限まで。）を有効期間とし、銀行は、第１

項に規定する通知を行う場合には、当該有効期間内に行わなければな

らない。ただし、当該承認は、日本貿易保険が当該重大な内容変更等

と同一の変更事項について新たな承認申請を受け、改めて承認を行っ

たときは、失効する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 日本貿易保険は、第３項に規定する承認申請に対し承認を行う場合、

これに条件を付けることができる。銀行は、当該条件が成就していない

間は、第１項に規定する通知を行うことはできない。当該条件が成就し

３ 前項の承認に条件を付けた場合であって、当該条件が成就されないと

きには、日本貿易保険は、保険関係を解除することができる。 
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ていないにもかかわらず、銀行が第１項に規定する通知を行ったときに

は、日本貿易保険は、保険関係を解除することができる。 

 

 

７ 第４項の規定に基づく保険関係の解除は、第３項に規定する承認申請

を受けた時又は第１項に規定する通知を受けた時から、前項の規定に基

づく保険関係の解除は、第１項に規定する通知を受けた時から、それぞ

れ将来にわたってのみ効力を生ずる。 

４ 前２項の規定に基づく解除は、重大な内容変更等があった時から将来

にわたってのみ効力を生ずる。 

 

 

 

８ 第２項の規定にかかわらず、内容変更等通知期限の翌日以降であって

も、銀行が日本貿易保険の承認を得た上で、第１項に規定する通知を

行った場合は、日本貿易保険は、保険関係変更効力発生日をもって、

保険関係を変更する。ただし、内容変更等通知期限の翌日以降、第１

項に規定する通知を日本貿易保険が受理した日の前日までの期間に生

じた損失及び当該期間に発生した第４条各号のいずれかに該当する事

由によって生じた損失については、日本貿易保険はてん補する責めに

任じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ 日本貿易保険は、銀行が第１項に規定する通知を怠った場合、重大な

内容変更等があった時から保険関係は、効力を失ったものとみなすこと

ができる。 

 

 

第６章 保険料 

（保険料の納付） 

第16条 銀行は、日本貿易保険が指定する日までに貿易保険の保険料率等

に関する規程（平成16年７月２日 04‐制度‐00034。以下「保険料率

等規程」という。）に従って日本貿易保険の指定する額の保険料の全額

を日本貿易保険に納付しなければならない。 

 

第６章 保険料 

（保険料の納付） 

第16条 銀行は、日本貿易保険が指定する日までに貿易保険の保険料率等

に関する規程（平成16年７月２日 04‐制度‐00034。以下「保険料率

等規程」という。）に従って日本貿易保険の指定する額の保険料の全額

を日本貿易保険に納付しなければならない。 

 

（保険料の不払等） 

第17条 銀行が日本貿易保険の指定する日又は第５項の規定に基づき保

険料を支払うべき日までに前条に規定する保険料の全額を納付しなか

ったときは、銀行は、保険料及び当該保険料について日本貿易保険の指

定する日又は第５項の規定に基づき保険料を支払うべき日の翌日から

銀行の納付すべき保険料が納付される日までの日数に応じて年10.95％

の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付しなければ

ならない。 

（保険料の不払等） 

第17条 銀行が日本貿易保険の指定する日までに前条に規定する保険料

の全額を納付しなかったときは、銀行は、保険料及び当該保険料につい

て日本貿易保険の指定する日の翌日から銀行の納付すべき保険料が納

付される日までの日数に応じて年10.95％の割合で計算した延滞金を日

本貿易保険の請求に従い納付しなければならない。 

 



輸出手形保険約款・新旧対照表 

 

9 
 

新 旧 備考 

２ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、銀

行が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合

には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。 

２ 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、銀

行が納付すべき保険料及び延滞金の全額に満たない額を納付した場合

には、日本貿易保険は納付された金額を保険料、延滞金の順に充当する。 

 

３ 銀行が、日本貿易保険の指定する日又は第５項の規定に基づき保険料

を支払うべき日までに日本貿易保険の指定する額の保険料の全額又は

延滞金の全額を納付しなかったときは、日本貿易保険は保険関係の全部

又は一部を解除することができる。 

３ 銀行が、日本貿易保険の指定する日までに日本貿易保険の指定する額

の保険料の全額又は延滞金の全額を納付しなかったときは、日本貿易保

険は保険関係の全部又は一部を解除することができる。 

 

４ 前項の規定による解除は、当該保険料又は延滞金が保険関係が成立し

た場合において納付すべきものであるときは保険関係成立の日から、銀

行が第15条第１項に規定する通知を行った場合において納付すべきも

のであるときは保険関係変更効力発生日から効力を生ずる。 

４ 前項の規定による解除は、当該保険料又は延滞金が保険関係が成立し

た場合において納付すべきものであるときは保険関係成立の日から、銀

行が重大な内容変更等を行った場合において納付すべきものであると

きは当該重大な内容変更等があった日から効力を生ずる。 

 

５ 銀行について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始

若しくは特別清算手続開始の各決定又は外国の法令に基づく制度上こ

れに準ずる手続があった場合には、前条の規定にかかわらず、日本貿易

保険からの通知等を要さずに、銀行は、日本貿易保険に対する前条に定

める保険料の支払債務について当然に期限の利益を失い、直ちに保険料

の全額を支払うものとする。ただし、当該期限の利益の喪失後、日本貿

易保険は、新たに支払期日を指定することができる。 

  

（保険料の返還） 

第18条 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌

日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第３項の規定に基

づき保険関係を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき

保険関係を解除した日以後に保険料の納付がなされた場合は、当該納付

に係る保険料に100分の90を乗じて得た金額を返還する。 

（保険料の返還） 

第18条 日本貿易保険は、保険料の納付が日本貿易保険の指定する日の翌

日以後になされた場合であって日本貿易保険が前条第３項の規定に基

づき保険関係を解除したとき又は日本貿易保険が同項の規定に基づき

保険関係を解除した日以後に保険料の納付がなされた場合は、当該納付

に係る保険料に100分の90を乗じて得た金額を返還する。 

 

２ 前項に定める場合のほか、保険関係の無効、失効若しくは解除の場合

又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない場合においても、

日本貿易保険は保険料を返還しない。ただし、保険料率等規程に定める

場合は、保険料の全部又は一部を返還する。 

２ 前項に定める場合のほか、保険関係の無効、失効若しくは解除の場合

又は日本貿易保険が損失をてん補する責めに任じない場合においても、

日本貿易保険は保険料を返還しない。ただし、保険料率等規程に定める

場合は、保険料の全部又は一部を返還する。 

 

 

第７章 保険金の支払 

（保険金の請求） 

第19条 銀行は、保険金の支払の請求をしようとするときは、自己の費用

 

第７章 保険金の支払 

（保険金の請求） 

第19条 銀行は、保険金の支払の請求をしようとするときは、自己の費用
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をもって損失の計算を行い、保険金請求書に保険金請求計算書、証拠書

類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。 

をもって損失の計算を行い、保険金請求書に保険金請求計算書、証拠書

類その他必要な書類を添えて日本貿易保険に提出しなければならない。 

２ 前項の請求は、第11条に定める損失発生の通知をした日以降、荷為替

手形の満期日から９月以内に行わなければならない。ただし、日本貿易

保険が、特に猶予期間を定めた場合には、この限りでない。 

２ 前項の請求は、第11条に定める損失発生の通知をした日以降、荷為替

手形の満期日から９月以内に行わなければならない。ただし、日本貿易

保険が、特に猶予期間を定めた場合には、この限りでない。 

 

３ 銀行が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日本貿易保険が定

めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わない場合には、日本貿易保

険は、保険金を支払わない。 

３ 銀行が正当な理由なく前項に規定する期間内又は日本貿易保険が定

めた猶予期間内に保険金の支払の請求を行わない場合には、日本貿易保

険は、保険金を支払わない。 

 

４ 銀行は、日本貿易保険がてん補責任の有無又はてん補額の決定のため

必要と認める書類の提出を求めたときは、遅滞なく、これに応じなけれ

ばならない。 

４ 銀行は、日本貿易保険がてん補責任の有無又はてん補額の決定のため

必要と認める書類の提出を求めたときは、遅滞なく、これに応じなけれ

ばならない。 

 

５ 銀行は、第16条及び第17条第１項の規定にかかわらず、保険金の支払

を請求するまでに、第16条及び第17条第１項に規定する保険料及び延

滞金の全部を支払わない限り、保険金の支払請求をすることが認めら

れないものとする。 

  

（保険金請求権の消滅時効） 

第20条 保険金請求権は、保険関係が成立した荷為替手形につき満期日か

ら２年を経過した場合、時効により消滅するものとする。 

（保険金請求権の消滅時効） 

第20条 保険金請求権は、保険関係が成立した荷為替手形につき満期日か

ら２年を経過した場合、時効により消滅するものとする。 

 

２ 前条第５項の規定は、前項に基づく消滅時効の成立を妨げない。   

（満期前の請求） 

第21条 銀行は、満期において支払を受けることができないことが満期前

において明らかとなったときは、損失の発生について、日本貿易保険の

確認を求めることができる。 

（満期前の請求） 

第21条 銀行は、満期において支払を受けることができないことが満期前

において明らかとなったときは、損失の発生について、日本貿易保険の

確認を求めることができる。 

 

２ 前項の規定により日本貿易保険が損失の発生を書面で確認したとき

は、保険金の支払の請求は、第19条第２項の規定にかかわらず、当該確

認のあった日から９月以内の間に行うことができる。 

２ 前項の規定により日本貿易保険が損失の発生を書面で確認したとき

は、保険金の支払の請求は、第19条第２項の規定にかかわらず、当該確

認のあった日から９月以内の間に行うことができる。 

 

３ 前項の場合における損失額は、次の式により算出した額とする。ただ

し、確認日から満期日までの日数が365を超える場合には、運用規程に

定める式により算出した額とする。 

第５条の規－ 第１項によ ×  １ － １  

３ 前項の場合における損失額は、次の式により算出した額とする。ただ

し、確認日から満期日までの日数が365を超える場合には、運用規程に

定める式により算出した額とする。 

第５条の規－ 第１項によ ×  １ － １  
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定により算

出した損失

額 

り確認され

た手形金額 
１ ＋ Ｐ％ × 

確認日から満

期日までの日

数 

 

365  

Ｐは、荷為替手形の買取に際し用いられた利率 

定により算

出した損失

額 

り確認され

た手形金額 
１ ＋ Ｐ％ × 

確認日から満

期日までの日

数 

 

365  

Ｐは、荷為替手形の買取に際し用いられた利率 

（保険金の支払） 

第22条 日本貿易保険は、第19条第１項に定める手続による請求を受けた

日から１月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため特に時日を要す

るときは、この限りでない。 

（保険金の支払） 

第22条 日本貿易保険は、第19条第１項に定める手続による請求を受けた

日から１月以内に保険金を支払う。ただし、調査のため特に時日を要す

るときは、この限りでない。 

 

（そ求の制限） 

第23条 銀行は、保険金の支払を受けたときは、保険事故が生じたことに

ついて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がない場合は、振出人

に対し、支払を受けた保険金の額に相当する金額について支払を請求し

てはならない。 

（そ求の制限） 

第23条 銀行は、保険金の支払を受けたときは、保険事故が生じたことに

ついて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がない場合は、振出人

に対し、支払を受けた保険金の額に相当する金額について支払を請求し

てはならない。 

 

（他の保険契約等との関係） 

第24条 保険関係の成立した荷為替手形の附属貨物に係る輸出契約につ

いて、当該貨物の代金の回収不能により生ずる損失をてん補する貿易一

般保険が存在し、当該保険により保険金を支払う場合には、日本貿易保

険はこの約款に基づく保険関係の保険金の範囲内において、貿易一般保

険契約に基づくてん補の責めに任じない。 

（他の保険契約等との関係） 

第24条 保険関係の成立した荷為替手形の附属貨物に係る輸出契約につ

いて、当該貨物の代金の回収不能により生ずる損失をてん補する貿易一

般保険が存在し、当該保険により保険金を支払う場合には、日本貿易保

険はこの約款に基づく保険関係の保険金の範囲内において、貿易一般保

険契約に基づくてん補の責めに任じない。 

 

２ 保険関係の成立した荷為替手形又は当該荷為替手形の附属貨物に係

る輸出契約について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補

する保険契約が存在し、かつ、各保険契約のてん補責任額の合計が損失

額を超える場合には、第５条の損失額に、第６条のてん補責任額の各保

険契約のてん補責任額の合計額に対する割合を乗じて得た額を支払保

険金額とする。ただし、運用規程に定めた場合には、この限りでない。 

２ 保険関係の成立した荷為替手形又は当該荷為替手形の附属貨物に係

る輸出契約について、この約款のてん補する危険と同種の危険をてん補

する保険契約が存在し、かつ、各保険契約のてん補責任額の合計が損失

額を超える場合には、第５条の損失額に、第６条のてん補責任額の各保

険契約のてん補責任額の合計額に対する割合を乗じて得た額を支払保

険金額とする。ただし、運用規程に定めた場合には、この限りでない。 

 

 

第８章 債権の回収 

（保険代位） 

第25条 日本貿易保険は、銀行に保険金を支払ったときは、法第25条の規

定に基づき保険金の支払のときに銀行の有していた当該荷為替手形に

より生ずる権利を支払った保険金の額の第５条に規定する残額に対す

 

第８章 債権の回収 

（保険代位） 

第25条 日本貿易保険は、銀行に保険金を支払ったときは、法第25条の規

定に基づき保険金の支払のときに銀行の有していた当該荷為替手形に

より生ずる権利を支払った保険金の額の第５条に規定する残額に対す
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る割合をもって取得する。 る割合をもって取得する。 

（回収金の納付） 

第26条 銀行は、前条の規定にかかわらず、保険金の支払の請求がなされ

た後においても、自己又は日本貿易保険のために手形上の権利の行使及

び附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使に努めなければ

ならない。ただし、当該権利の行使の相手方についての破産手続開始の

決定がなされたことその他やむをえない事由により当該権利を行使す

ることが困難であることについて日本貿易保険の認定を受けたとき又

は第４項若しくは次条第３項の規定に基づき権利行使等の委任を行っ

たときは、この限りでない。 

（回収金の納付） 

第26条 銀行は、前条の規定にかかわらず、保険金の支払の請求がなされ

た後においても、自己又は日本貿易保険のために手形上の権利の行使及

び附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使に努めなければ

ならない。ただし、当該権利の行使の相手方についての破産手続開始の

決定がなされたことその他やむをえない事由により当該権利を行使す

ることが困難であることについて日本貿易保険の認定を受けたとき又

は第４項若しくは次条第３項の規定に基づき権利行使等の委任を行っ

たときは、この限りでない。 

 

２ 銀行は、前項に規定する義務の履行の状況について、日本貿易保険に

書面で報告しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により日

本貿易保険の認定を受けたとき又は権利行使等の委任を行ったときは、

この限りでない。 

２ 銀行は、前項に規定する義務の履行の状況について、日本貿易保険に

書面で報告しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により日

本貿易保険の認定を受けたとき又は権利行使等の委任を行ったときは、

この限りでない。 

 

３ 銀行は、前条に規定する日本貿易保険の保険代位を権利の行使の相手

方の住所地法において当該相手方その他の第三者に対抗することがで

きるために必要な手続を行うことを日本貿易保険が指示したときは、こ

れに従わなければならない。 

３ 銀行は、前条に規定する日本貿易保険の保険代位を権利の行使の相手

方の住所地法において当該相手方その他の第三者に対抗することがで

きるために必要な手続を行うことを日本貿易保険が指示したときは、こ

れに従わなければならない。 

 

４ 銀行は、前項による義務を履行したときは、銀行が有している保険事

故に係る債権について日本貿易保険に権利行使等の委任を行わなけれ

ばならない。 

４ 銀行は、前項による義務を履行したときは、銀行が有している保険事

故に係る債権について日本貿易保険に権利行使等の委任を行わなけれ

ばならない。 

 

５ 銀行は、前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、

その他手続的な事項について、貿易保険共通運用規程（平成13年４月１

日 01‐制度‐00058。）に従わなければならない。 

５ 銀行は、前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、

その他手続的な事項について、貿易保険共通運用規程（平成13年４月１

日 01‐制度‐00058。）に従わなければならない。 

 

６ 日本貿易保険は、第１項による義務の履行のために要した費用を取得

した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めた

ときは、その限度を超えて負担することがある。 

６ 日本貿易保険は、第１項による義務の履行のために要した費用を取得

した金額を限度として負担する。ただし、日本貿易保険が必要と認めた

ときは、その限度を超えて負担することがある。 

 

７ 銀行は、保険金の支払の請求がなされた後、附属貨物を処分すること

により回収した金額があるときは、回収のあった日（回収のあった日が

保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日。

次項において同じ。）から１月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、

かつ、日本貿易保険が指定する次の式で算出された金額を日本貿易保険

７ 銀行は、保険金の支払の請求がなされた後、附属貨物を処分すること

により回収した金額があるときは、回収のあった日（回収のあった日が

保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の支払を受けた日。

次項において同じ。）から１月以内にその旨を日本貿易保険に通知し、

かつ、日本貿易保険が指定する次の式で算出された金額を日本貿易保険

 



輸出手形保険約款・新旧対照表 

 

13 
 

新 旧 備考 

の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。 

（転売額－Ａ）× 
支払保険金額 

－Ｂ 
第５条の損失額 

Ａは、附属貨物の処分に要した費用（ただし、日本貿易保険が認めた

金額に限る。） 
Ｂは、第５条の損失額に満期日（第21条第１項に規定する確認を受

けた場合にあっては当該確認のあった日。次項について同じ。）の翌日

から保険金支払日（附属貨物の処分が保険金の支払を受けた日以前の場

合には、当該貨物を処分した日）までの期間に応じ運用規程に定める利

率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息（保険金請

求までに回収した元本に係る延滞利息を除く。）を除いた額に支払った

保険金の額の第５条の損失額に対する割合を乗じて得た金額から既に

銀行に充当した金額を除いた金額又は転売額からＡを除いた金額に支

払った保険金の額の第５条の損失額に対する割合を乗じて得た金額の

いずれか少ない金額 

の指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。 

（転売額－Ａ）× 
支払保険金額 

－Ｂ 
第５条の損失額 

Ａは、附属貨物の処分に要した費用（ただし、日本貿易保険が認めた

金額に限る。） 
Ｂは、第５条の損失額に満期日（第21条第１項に規定する確認を受

けた場合にあっては当該確認のあった日。次項について同じ。）の翌日

から保険金支払日（附属貨物の処分が保険金の支払を受けた日以前の場

合には、当該貨物を処分した日）までの期間に応じ運用規程に定める利

率を乗じて得た額から保険金請求日までに回収した延滞利息（保険金請

求までに回収した元本に係る延滞利息を除く。）を除いた額に支払った

保険金の額の第５条の損失額に対する割合を乗じて得た金額から既に

銀行に充当した金額を除いた金額又は転売額からＡを除いた金額に支

払った保険金の額の第５条の損失額に対する割合を乗じて得た金額の

いずれか少ない金額 

８ 銀行は、保険金の請求がなされた後、前項に規定するほか、回収した

金額があるときは、回収のあった日から１月以内にその旨を日本貿易保

険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の金額を日本貿易保険の

指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。 

（回収金額－Ａ）× 
支払保険金額 

－Ｂ 
第５条の損失額 

Ａは、第１項による義務の履行のために要した費用（ただし、日本貿

易保険が認めた金額に限る。） 

Ｂは、第５条の損失額に満期日の翌日から保険金支払日（回収が保険

金の支払を受けた日以前の場合には、当該回収のあった日）までの期間

に応じ運用規程に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに

回収した延滞利息（保険金請求までに回収した元本に係る延滞利息を除

く。）を除いた額に支払った保険金の額の第５条の損失額に対する割合

を乗じて得た金額から既に銀行に充当した金額を除いた金額又は回収

した金額からＡを除いた金額に支払った保険金の額の第５条の損失額

に対する割合を乗じて得た金額のいずれか少ない金額 

８ 銀行は、保険金の請求がなされた後、前項に規定するほか、回収した

金額があるときは、回収のあった日から１月以内にその旨を日本貿易保

険に通知し、かつ、日本貿易保険が指定する次の金額を日本貿易保険の

指定する日までに日本貿易保険に納付しなければならない。 

（回収金額－Ａ）× 
支払保険金額 

－Ｂ 
第５条の損失額 

Ａは、第１項による義務の履行のために要した費用（ただし、日本貿

易保険が認めた金額に限る。） 

Ｂは、第５条の損失額に満期日の翌日から保険金支払日（回収が保険

金の支払を受けた日以前の場合には、当該回収のあった日）までの期間

に応じ運用規程に定める利率を乗じて得た額から保険金請求日までに

回収した延滞利息（保険金請求までに回収した元本に係る延滞利息を除

く。）を除いた額に支払った保険金の額の第５条の損失額に対する割合

を乗じて得た金額から既に銀行に充当した金額を除いた金額又は回収

した金額からＡを除いた金額に支払った保険金の額の第５条の損失額

に対する割合を乗じて得た金額のいずれか少ない金額 

 

９ 第７項又は前項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当 ９ 第７項又は前項に該当する場合において、各項に規定する期間内に当  
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該各項の通知をすることを怠った銀行は、当該各項の規定により納付す

べき金額（以下「回収納付金額」という。）について回収のあった日（回

収のあった日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の

支払を受けた日）の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年

10.95％の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日

本貿易保険に納付しなければならない。 

該各項の通知をすることを怠った銀行は、当該各項の規定により納付す

べき金額（以下「回収納付金額」という。）について回収のあった日（回

収のあった日が、保険金の支払を受けた日以前であるときは、保険金の

支払を受けた日）の翌日から当該通知をした日までの日数に応じて年

10.95％の割合で計算した違約金を日本貿易保険の指定する日までに日

本貿易保険に納付しなければならない。 

10 銀行は、第７項から前項までのいずれかに該当する場合において、各

項の規定に基づき日本貿易保険に納付すべき金額を日本貿易保険の指

定する日までに納付しなかったときは、当該金額及び当該金額について

日本貿易保険の指定する日の翌日から納付される日までの日数に応じ

て年10.95％の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付

しなければならない。 

10 銀行は、第７項から前項までのいずれかに該当する場合において、各

項の規定に基づき日本貿易保険に納付すべき金額を日本貿易保険の指

定する日までに納付しなかったときは、当該金額及び当該金額について

日本貿易保険の指定する日の翌日から納付される日までの日数に応じ

て年10.95％の割合で計算した延滞金を日本貿易保険の請求に従い納付

しなければならない。 

 

11 前２項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合において、銀

行が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満たない額を納付した場

合には、日本貿易保険は納付された金額を回収納付金額、違約金、延滞

金の順に充当する。 

11 前２項の規定により違約金及び延滞金を納付すべき場合において、銀

行が回収納付金額、違約金及び延滞金の全額に満たない額を納付した場

合には、日本貿易保険は納付された金額を回収納付金額、違約金、延滞

金の順に充当する。 

 

12 前11項の規定は、第23条に規定する場合に、第５条に規定する損失額

と支払を受けた保険金との差額について振出人に対し支払を請求して

回収した金額には適用しない。 

12 前11項の規定は、第23条に規定する場合に、第５条に規定する損失額

と支払を受けた保険金との差額について振出人に対し支払を請求して

回収した金額には適用しない。 

 

（日本貿易保険による権利の行使） 

第27条 日本貿易保険は、保険金支払前に保険事故に係る債権の行使を自

ら行う必要を認めたときは、銀行から当該債権に係る権利行使等の委任

を受けることを申し込むことができる。 

（日本貿易保険による権利の行使） 

第27条 日本貿易保険は、保険金支払前に保険事故に係る債権の行使を自

ら行う必要を認めたときは、銀行から当該債権に係る権利行使等の委任

を受けることを申し込むことができる。 

 

２ 日本貿易保険は、第25条の規定に基づき保険代位を行った後に保険事

故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、当該債権のうち銀

行が有している部分について銀行から権利行使等の委任を受けること

を申し込むことができる。 

２ 日本貿易保険は、第25条の規定に基づき保険代位を行った後に保険事

故に係る債権の行使を自ら行う必要を認めたときは、当該債権のうち銀

行が有している部分について銀行から権利行使等の委任を受けること

を申し込むことができる。 

 

３ 銀行は、日本貿易保険から前２項の申込みを受けた場合は、合理的な

理由のあるときを除き、これに応じなければならない。 

３ 銀行は、日本貿易保険から前２項の申込みを受けた場合は、合理的な

理由のあるときを除き、これに応じなければならない。 

 

４ 前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手

続的な事項については、前条第５項を準用する。 

４ 前項の委任に当たり、権利の行使による回収金の配分方法、その他手

続的な事項については、前条第５項を準用する。 

 

５ 日本貿易保険は、第３項又は前条第４項の規定により権利行使等の委 ５ 日本貿易保険は、第３項又は前条第４項の規定により権利行使等の委  
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任を受けた保険事故に係る債権の行使を第三者に委任することができ

る。 

任を受けた保険事故に係る債権の行使を第三者に委任することができ

る。 

 

第９章 雑則 

（換算率） 

第28条 荷為替手形の手形金額が外貨建てのときは、保険価額、第５条の

損失額及び第６条のてん補責任額は、荷為替手形の買取時に適用した外

国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、運用規程に定め

た場合には、この限りでない（以下この条において同じ。）。 

 

第９章 雑則 

（換算率） 

第28条 荷為替手形の手形金額が外貨建てのときは、保険価額、第５条の

損失額及び第６条のてん補責任額は、荷為替手形の買取時に適用した外

国為替相場により邦貨に換算するものとする。ただし、運用規程に定め

た場合には、この限りでない（以下この条において同じ。）。 

 

２ 第５条第１号から第３号までの金額が荷為替手形に表示された通貨

（邦貨の場合を含む。以下「表示通貨」という。）と異なる通貨建ての

ときは、当該金額は、その額が確定した日における外国為替相場により

表示通貨に換算するものとする。 

２ 第５条第１号から第３号までの金額が荷為替手形に表示された通貨

（邦貨の場合を含む。以下「表示通貨」という。）と異なる通貨建ての

ときは、当該金額は、その額が確定した日における外国為替相場により

表示通貨に換算するものとする。 

 

３ 第26条第７項又は第８項の規定に基づき回収した金額を納付する場

合において、回収した金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該

金額は、回収を確認した日における外国為替相場により表示通貨に換算

するものとする。 

３ 第26条第７項又は第８項の規定に基づき回収した金額を納付する場

合において、回収した金額が表示通貨と異なる通貨建てのときは、当該

金額は、回収を確認した日における外国為替相場により表示通貨に換算

するものとする。 

 

４ 第12条第３項又は第26条第６項に規定する日本貿易保険の負担する

費用は、次の各号の規定により換算する。 

一 第26条第７項又は第８項の規定に基づき日本貿易保険の負担する

費用を回収した金額から除く場合において、当該費用が表示通貨と異

なる通貨建てのときは、当該費用は、その額が確定した日における外

国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、当該費用

について、当該費用に係る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合

は、当該買取に使用された換算率を適用する。 

二 第26条第７項又は第８項の規定によらない方法で日本貿易保険の

負担する費用を請求する場合において、当該費用が外貨建てのとき

は、当該費用は、その額が確定した日における外国為替相場により邦

貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係

る通貨を邦貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換

算率を適用する。 

４ 第12条第３項又は第26条第６項に規定する日本貿易保険の負担する

費用は、次の各号の規定により換算する。 

一 第26条第７項又は第８項の規定に基づき日本貿易保険の負担する

費用を回収した金額から除く場合において、当該費用が表示通貨と異

なる通貨建てのときは、当該費用は、その額が確定した日における外

国為替相場により表示通貨に換算するものとする。ただし、当該費用

について、当該費用に係る通貨を表示通貨で買い取って支払った場合

は、当該買取に使用された換算率を適用する。 

二 第26条第７項又は第８項の規定によらない方法で日本貿易保険の

負担する費用を請求する場合において、当該費用が外貨建てのとき

は、当該費用は、その額が確定した日における外国為替相場により邦

貨に換算するものとする。ただし、当該費用について、当該費用に係

る通貨を邦貨で買い取って支払った場合は、当該買取に使用された換

算率を適用する。 

 

５ 前各項において定める日に外国為替相場がない場合は、その日の直前 ５ 前各項において定める日に外国為替相場がない場合は、その日の直前  
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の外国為替相場のある日における当該外国為替相場を適用する。 の外国為替相場のある日における当該外国為替相場を適用する。 

６ 外国為替相場が公表されていない外貨の場合には、他の通貨を媒体と

した換算率を適用する。 

６ 外国為替相場が公表されていない外貨の場合には、他の通貨を媒体と

した換算率を適用する。 

 

７ 日本貿易保険が特に認めた場合には、前各項の規定にかかわらず、日

本貿易保険の指定した換算率を適用する。 

７ 日本貿易保険が特に認めた場合には、前各項の規定にかかわらず、日

本貿易保険の指定した換算率を適用する。 

 

（保険の目的又は保険金請求権の譲渡） 

第29条 銀行は、この約款に基づく保険関係について、保険の目的又は保

険金請求権を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本

貿易保険の承認を受けなければならない。 

（保険の目的又は保険金請求権の譲渡） 

第29条 銀行は、この約款に基づく保険関係について、保険の目的又は保

険金請求権を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で事前に日本

貿易保険の承認を受けなければならない。 

 

２ 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができ

る。 

２ 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができ

る。 

 

（保険金支払後の債権譲渡） 

第30条 保険金支払日以後において、銀行が、保険事故に係る債権のうち

銀行が有している部分を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で

事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。 

（保険金支払後の債権譲渡） 

第30条 保険金支払日以後において、銀行が、保険事故に係る債権のうち

銀行が有している部分を譲渡しようとするときは、譲受予定者と連名で

事前に日本貿易保険の承認を受けなければならない。 

 

２ 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができ

る。 

２ 日本貿易保険は、前項の承認に当たっては、条件を付けることができ

る。 

 

（手続事項） 

第31条 この約款に規定するもののほか、保険契約に関する手続的な事項

は、手続細則に定める。 

（手続事項） 

第31条 この約款に規定するもののほか、保険契約に関する手続的な事項

は、手続細則に定める。 

 

（準拠法令） 

第32条 この約款に定めていない事項については、法及びこれに基づく命

令その他日本国の法令の定めるところによる。 

 
附 則 

この改正は、平成26年10月１日から施行する。 

（準拠法令） 

第32条 この約款に定めていない事項については、法及びこれに基づく命

令その他日本国の法令の定めるところによる。 

 
附 則 （略） 

 

 

 


